
様式第二号の九（第八条の四の六関係）

令和 年 月 日

殿

提出者

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで

（日本工業規格　A列４番）

※事務処理欄

t

1,464.46

t

t

t

t0.00

0.00 0.00

t

t

t

t

t

3,730.60

2,266.14

排　　　　出　　　　量

自 ら 再 生 利 用 を 行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら 熱 回 収 を 行 う

0.00

0.00
再 生 利 用 業 者 へ の

処 理 委 託 量産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

認 定 熱 回 収 業 者 へ の

処 理 委 託 量
5,567.64

処 理 計 画 の 実 施 状 況 を 報 告 し ま す 。

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

事 業 の 種 類

熱回収を行う業者への

本田技研工業株式会社　熊本製作所

熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地

輸送用機械器具製造業　[自動車製造業　3111（二輪自動車を含む）]

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

計 画 期 間
6 4 1 7 31

096-293-1111

廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第 12 条 の 10 項 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和

3

項目 目標値 項目 目標値

6 年度の産業廃棄物

産業廃棄物処理計画におけ

 熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地

    本田技研工業株式会社　熊本製作所
　　         所長　　島添　正規

自 ら 埋 立 て 処 分 又 は

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

熊 本 県 知 事

6

全  処  理  委  託  量9,298.24

6 18

（第１面）

 産業廃棄物処理計画における目標値

電話番号

氏名

住所

海 洋 投 入 処 分 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

認定熱回収業者以外の

処 理 委 託 量



② ⑧

① ③

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の10項の規定に基づき、令和 ⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭ t

⑪

t

t

自ら中間処理により
減量した量

t

自ら中間処理した
後の残さ量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

t

t

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行った量

⑩全処理委託量 344.82 t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

t

t

338.63 t

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

6.19 t

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託量

344.82

不要物等発生量

排出量

t

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

項目

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減量した量

t

実績値

t344.82

t

t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

t

338.63

6.19

t

t

計画の実施状況 （ 産 業 廃 棄 物 の 種 類 ：

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

344.82 t

自ら中間処理
した量

無機汚泥

有償物量

自ら中間処理した後
再生利用した量

t

自ら直接
再生利用した量

（

第
２
面
）

）

自ら直接埋立処分処分
又は海洋投入処分した量

t

t

④のうち熱回収
を行った量



② ⑧

① ③

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の10項の規定に基づき、令和 ⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭ t

⑪

（

第
２
面
）

）

自ら直接埋立処分処分
又は海洋投入処分した量

t

t

④のうち熱回収
を行った量

92.02t

計画の実施状況 （ 産 業 廃 棄 物 の 種 類 ： 有機汚泥

有償物量

自ら中間処理した後
再生利用した量

t

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

1,380.33

1,380.33

t

自ら中間処理
した量

実績値

t1,380.33

t

t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

不要物等発生量

排出量

t

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

項目

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

92.02 t

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託量

92.02

t

92.02

⑦自ら中間処理により減量した量

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行った量

⑩全処理委託量 92.02 t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

t

t

t

t

t

t

t

1,288.31 t

自ら中間処理により
減量した量

1,288.31

t

自ら中間処理した
後の残さ量



② t ⑧ t

① ③

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の10項の規定に基づき、令和 ⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭ t

⑪

t

t

t

325.33 t

自ら中間処理により
減量した量

325.33

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

t

t

t

⑩のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託量

22.79

t

22.79

⑦自ら中間処理により減量した量

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行った量

⑩全処理委託量 22.79 t

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t

項目

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

22.79 t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

実績値

t348.12

t

t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

t

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

t

t

計画の実施状況 （ 産 業 廃 棄 物 の 種 類 ：

有償物量

348.12 t

不要物等発生量

排出量

自ら直接
再生利用した量

（

第
２
面
）

t

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理した
後の残さ量

348.12

自ら中間処理
した量

）

自ら直接埋立処分処分
又は海洋投入処分した量

t

④のうち熱回収
を行った量

22.79

有機・無機汚泥

自ら中間処理した後
再生利用した量



② ⑧

① ③

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の10項の規定に基づき、令和 ⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭ t

⑪

（

第
２
面
）

）

自ら直接埋立処分処分
又は海洋投入処分した量

t

t

④のうち熱回収
を行った量

856.39t

計画の実施状況 （ 産 業 廃 棄 物 の 種 類 ： 水溶性切削油

有償物量

自ら中間処理した後
再生利用した量

t

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

4,810.39

4,810.39

t

自ら中間処理
した量

実績値

t4,810.39

t

t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

不要物等発生量

排出量

t

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

項目

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

856.39 t

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託量

856.39

t

856.39

⑦自ら中間処理により減量した量

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行った量

⑩全処理委託量 856.39 t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

t

t

t

t

t

t

t

3,954.00 t

自ら中間処理により
減量した量

3,954.00

t

自ら中間処理した
後の残さ量



② ⑧

① ③

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の10項の規定に基づき、令和 ⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭ t

⑪

t

t

自ら中間処理により
減量した量

t

自ら中間処理した
後の残さ量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

t

t

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行った量

⑩全処理委託量 83.59 t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

t

t

83.59 t

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託量

83.59

不要物等発生量

排出量

t

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

項目

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減量した量

t

実績値

t83.59

t

t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

t

83.59

t

t

計画の実施状況 （ 産 業 廃 棄 物 の 種 類 ：

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

83.59 t

自ら中間処理
した量

廃油

有償物量

自ら中間処理した後
再生利用した量

t

自ら直接
再生利用した量

（

第
２
面
）

）

自ら直接埋立処分処分
又は海洋投入処分した量

t

t

④のうち熱回収
を行った量



② ⑧

① ③

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の10項の規定に基づき、令和 ⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭ t

⑪

（

第
２
面
）

）

自ら直接埋立処分処分
又は海洋投入処分した量

t

t

④のうち熱回収
を行った量

t

計画の実施状況 （ 産 業 廃 棄 物 の 種 類 ： 廃アルカリ

有償物量

自ら中間処理した後
再生利用した量

t

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

343.90 t

自ら中間処理
した量

実績値

t343.90

t

t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

不要物等発生量

排出量

t

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

項目

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

343.90 t

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託量

343.90

t

343.90

⑦自ら中間処理により減量した量

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行った量

⑩全処理委託量 343.90 t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

t

t

t

t

t

t

t

t

自ら中間処理により
減量した量

t

自ら中間処理した
後の残さ量



② ⑧

① ③

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の10項の規定に基づき、令和 ⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭ t

⑪

t

t

自ら中間処理により
減量した量

t

自ら中間処理した
後の残さ量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

t

t

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行った量

⑩全処理委託量 243.49 t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

t

t

243.49 t

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託量

243.49

不要物等発生量

排出量

t

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

項目

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減量した量

t

実績値

t243.49

t

t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

t

243.49

t

t

計画の実施状況 （ 産 業 廃 棄 物 の 種 類 ：

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

243.49 t

自ら中間処理
した量

廃プラ

有償物量

自ら中間処理した後
再生利用した量

t

自ら直接
再生利用した量

（

第
２
面
）

）

自ら直接埋立処分処分
又は海洋投入処分した量

t

t

④のうち熱回収
を行った量



② ⑧

① ③

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の10項の規定に基づき、令和 ⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭ t

⑪

（

第
２
面
）

）

自ら直接埋立処分処分
又は海洋投入処分した量

t

t

④のうち熱回収
を行った量

t

計画の実施状況 （ 産 業 廃 棄 物 の 種 類 ： 合成ゴム

有償物量

自ら中間処理した後
再生利用した量

t

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

34.21 t

自ら中間処理
した量

実績値

t34.21

t

t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

不要物等発生量

排出量

t

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

項目

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

t

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

34.21 t

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託量

34.21

t34.21

⑦自ら中間処理により減量した量

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行った量

⑩全処理委託量 34.21 t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

t

t

t

t

t

t

t

t

自ら中間処理により
減量した量

t

自ら中間処理した
後の残さ量



② ⑧

① ③

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の10項の規定に基づき、令和 ⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭ t

⑪

t

t

自ら中間処理により
減量した量

t

自ら中間処理した
後の残さ量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

t

t

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行った量

⑩全処理委託量 230.55 t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

t

t

198.73 t

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

31.82 t

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託量

230.55

不要物等発生量

排出量

t

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

項目

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減量した量

t

実績値

t230.55

t

t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

t

198.73

31.82

t

t

計画の実施状況 （ 産 業 廃 棄 物 の 種 類 ：

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

230.55 t

自ら中間処理
した量

紙屑

有償物量

自ら中間処理した後
再生利用した量

t

自ら直接
再生利用した量

（

第
２
面
）

）

自ら直接埋立処分処分
又は海洋投入処分した量

t

t

④のうち熱回収
を行った量



② ⑧

① ③

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の10項の規定に基づき、令和 ⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭ t

⑪

t

t

自ら中間処理により
減量した量

t

自ら中間処理した
後の残さ量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

t

t

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行った量

⑩全処理委託量 55.04 t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

t

t

55.04 t

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託量

55.04

不要物等発生量

排出量

t

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

項目

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減量した量

t

実績値

t55.04

t

t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

t

55.04

t

t

計画の実施状況 （ 産 業 廃 棄 物 の 種 類 ：

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

55.04 t

自ら中間処理
した量

木屑

有償物量

自ら中間処理した後
再生利用した量

t

自ら直接
再生利用した量

（

第
２
面
）

）

自ら直接埋立処分処分
又は海洋投入処分した量

t

t

④のうち熱回収
を行った量



② ⑧

① ③

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の10項の規定に基づき、令和 ⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭ t

⑪

t

t

自ら中間処理により
減量した量

t

自ら中間処理した
後の残さ量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

t

t

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行った量

⑩全処理委託量 58.61 t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

t

t

t

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

58.61 t

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託量

58.61

不要物等発生量

排出量

t

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

項目

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減量した量

t

実績値

t58.61

t

t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

t58.61

t

t

計画の実施状況 （ 産 業 廃 棄 物 の 種 類 ：

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

58.61 t

自ら中間処理
した量

動物性残さ

有償物量

自ら中間処理した後
再生利用した量

t

自ら直接
再生利用した量

（

第
２
面
）

）

自ら直接埋立処分処分
又は海洋投入処分した量

t

t

④のうち熱回収
を行った量



② ⑧

① ③

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の10項の規定に基づき、令和 ⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭ t

⑪

t

t

自ら中間処理により
減量した量

t

自ら中間処理した
後の残さ量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

t

t

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行った量

⑩全処理委託量 3.45 t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

t

t

3.45 t

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託量

3.45

不要物等発生量

排出量

t

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

項目

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減量した量

t

実績値

t3.45

t

t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

t

3.45

t

t

計画の実施状況 （ 産 業 廃 棄 物 の 種 類 ：

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

3.45 t

自ら中間処理
した量

非鉄金属

有償物量

自ら中間処理した後
再生利用した量

t

自ら直接
再生利用した量

（

第
２
面
）

）

自ら直接埋立処分処分
又は海洋投入処分した量

t

t

④のうち熱回収
を行った量



② ⑧

① ③

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の10項の規定に基づき、令和 ⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭ t

⑪

（

第
２
面
）

）

自ら直接埋立処分処分
又は海洋投入処分した量

t

t

④のうち熱回収
を行った量

t

計画の実施状況 （ 産 業 廃 棄 物 の 種 類 ： ガラスくず・コンクリートくず

有償物量

自ら中間処理した後
再生利用した量

t

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

6.62 t

自ら中間処理
した量

実績値

t6.62

t

t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

不要物等発生量

排出量

t

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

項目

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

6.62 t

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託量

6.62

t

6.62

⑦自ら中間処理により減量した量

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行った量

⑩全処理委託量 6.62 t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

t

t

t

t

t

t

t

t

自ら中間処理により
減量した量

t

自ら中間処理した
後の残さ量



② ⑧

① ③

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の10項の規定に基づき、令和 ⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭ t

⑪

t

t

自ら中間処理により
減量した量

t

自ら中間処理した
後の残さ量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

t

t

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行った量

⑩全処理委託量 6.58 t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

t

t

6.58 t

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託量

6.58

不要物等発生量

排出量

t

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

項目

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減量した量

t

実績値

t6.58

t

t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

t

6.58

t

t

計画の実施状況 （ 産 業 廃 棄 物 の 種 類 ：

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

6.58 t

自ら中間処理
した量

陶磁器

有償物量

自ら中間処理した後
再生利用した量

t

自ら直接
再生利用した量

（

第
２
面
）

）

自ら直接埋立処分処分
又は海洋投入処分した量

t

t

④のうち熱回収
を行った量



② ⑧

① ③

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の10項の規定に基づき、令和 ⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭ t

⑪

（

第
２
面
）

）

自ら直接埋立処分処分
又は海洋投入処分した量

t

t

④のうち熱回収
を行った量

t

計画の実施状況 （ 産 業 廃 棄 物 の 種 類 ： 鋳物砂

有償物量

自ら中間処理した後
再生利用した量

t

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

1,277.71 t

自ら中間処理
した量

実績値

t1,277.71

t

t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

不要物等発生量

排出量

t

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

項目

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

t

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

1,277.71 t

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託量

1,277.71

t1,277.71

⑦自ら中間処理により減量した量

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行った量

⑩全処理委託量 1,277.71 t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

t

t

t

t

t

t

t

t

自ら中間処理により
減量した量

t

自ら中間処理した
後の残さ量



② ⑧

① ③

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の10項の規定に基づき、令和 ⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭ t

⑪

（

第
２
面
）

）

自ら直接埋立処分処分
又は海洋投入処分した量

t

t

④のうち熱回収
を行った量

t

計画の実施状況 （ 産 業 廃 棄 物 の 種 類 ： 二輪その他

有償物量

自ら中間処理した後
再生利用した量

t

自ら直接
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

70.83 t

自ら中間処理
した量

実績値

t70.83

t

t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

不要物等発生量

排出量

t

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

項目

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

14.91 t

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

55.92 t

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t

⑩のうち熱回収認定
業者以外への
処理委託量

70.83

t

14.91

55.92

⑦自ら中間処理により減量した量

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行った量

⑩全処理委託量 70.83 t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

t

t

t

t

t

t

t

t

自ら中間処理により
減量した量

t

自ら中間処理した
後の残さ量



提出者の名称

事業場の名称

内容年度 令和 6 年度

（単位：トン）

自己再生
利用量

自己最終
処分量

Ａ Ｂ Ｃ D E F G H I J K L M N

(E-F)

施行規則様式との対応関係→ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑦ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

無機汚泥 344.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344.82 338.63 6.19 0.00 0.00

有機汚泥 1,380.33 0.00 0.00 1,380.33 0.00 92.02 0.00 0.00 1,288.31 92.02 92.02 0.00 0.00 0.00

有機・無機汚泥 348.12 0.00 0.00 348.12 0.00 22.79 0.00 0.00 325.33 22.79 22.79 0.00 0.00 0.00

水溶性切削油 4,810.39 0.00 0.00 4,810.39 0.00 856.39 0.00 0.00 3,954.00 856.39 856.39 0.00 0.00 0.00

廃油 83.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.59 83.59 0.00 0.00 0.00

廃アルカリ 343.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.90 343.90 0.00 0.00 0.00

廃プラ 243.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243.49 243.49 0.00 0.00 0.00

合成ゴム 34.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.21 0.00 34.21 0.00 0.00

紙屑 230.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.55 198.73 31.82 0.00 0.00

木屑 55.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.04 55.04 0.00 0.00 0.00

動物性残さ 58.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.61 0.00 58.61 0.00 0.00

非鉄金属 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00

ガラスくず・コンクリートくず 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.62 6.62 0.00 0.00 0.00

陶磁器 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.58 6.58 0.00 0.00 0.00

鋳物砂 1,277.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,277.71 0.00 1,277.71 0.00 0.00

二輪その他 70.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.83 14.91 55.92 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

合　計 9,298.24 0.00 0.00 6,538.84 0.00 971.20 0.00 0.00 5,567.64 3,730.60 2,266.14 1,464.46 0.00 0.00

委託
処理量

 熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地

本田技研工業株式会社　熊本製作所 事業場の所在地 熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地

自己中間
処理

減量化量

自己中間処理をしな
い

再生利用
業者への
処理
委託量

自己最終
処分量

自己中間
処理後
残さ量

うち熱
回収量

排出量
自己再生
利用量

    本田技研工業株式会社　熊本製作所 　　         所長　　島添　正規 提出者の住所

産業廃棄物処理計画実施状況報告書（集計用シート）

委託処理量のうち委託先毎の量

優良認定
処理業者
への処理
委託量

熱回収
認定業者
への処理
委託量

熱回収
認定業者
以外の熱
回収を行
う業者へ
の処理
委託量

自社内での処理状況

自己中間処理をする

委託先での処理状況

廃棄物の種類
自己中間
処理量


